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 国土交通省では、1958年（昭和33年）より全国の一級河川の主要な地点において水質測定を

実施してきた。水質汚濁のピークは1975年（昭和50年）頃であったが、近年では水質改善が進

み、全国ほとんどの直轄河川において環境基準値を満足している。関東地方整備局管内の河川

等においても水環境状況は改善されてきている。本稿は、こうした状況から関東地方整備局で

統一した水質測定見直し基準を作成し、全事務所の水質測定計画の見直しを行った中間報告で

ある。 
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1.  はじめに 

 

公共用水域常時監視のための水質測定は、水質汚濁防

止法第16条に基づき、国及び地方公共団体が毎年協議し

て次年度の測定計画を作成し、公共用水域の水質測定を

協力して実施することとなっている。 

関東地方整備局の場合、各事務所が次年度の水質測定

計画を立案し、それを基に本局河川環境課が各都県と協

議し測定計画を決定している。 

各事務所においては、河川水質調査要領(案)1)に基づ

き詳細な水質調査計画を立案している。 

 

2.  測定計画の見直し実施の経緯 

 

国土交通省では、1958年より全国の一級河川の主要な

地点において水質測定を実施してきた。水質汚濁のピー

クは1975年頃であったが、近年では水質改善が進み、全

国ほとんどの直轄河川において環境基準値を満足してい

る。また、昨年度、長年測定してきた知見より水質への

影響が少なくなったということで「環境ホルモン調査」

及び「ゴルフ場農薬調査」が見直しとなった。 

関東地方整備局管内の河川・湖沼・ダムにおいても水

環境状況は改善されてきている。 

こうした状況の中、関東地方整備局での統一した基準

を作成し、大々的に測定計画の見直しを行った。経緯は

以下のとおりである。 

 

■関東地方整備局管内の水環境状況 

長年にわたり不検出の項目がある（健康項目に多

い。）など、河川水質改善が進んだことで測定項

目数、測定頻度を下げられる可能性がある。 

■河川水質調査要領(案)1)で水質測定計画を最低5年に

1度見直すとされているが、近年は見直しが行われ

ていなかった。 

■関東地方整備局管内の全ての水質測定業務を関東技

術事務所で集約発注する計画があるため（試行実

施中）、測定計画の考え方を整理する必要があっ

た。 

■河川環境関係全体の予算が縮減されており、水質測

定頻度の見直しを行うことでコスト縮減が図れる

可能性がある。 

 

筆者は河川事務所で水質測定業務を担当してい

た際、事務所単位での測定計画の見直しには限界

があると考えていた。関東技術事務所では関東全

体の水質行政を所管しており、関東地方整備局で

統一した測定計画の見直しを行うチャンスであっ

た。 

 

3.  測定計画の見直しの手順 

 

 測定計画の見直しは以下の手順で実施した。 

（1）過去水質データ等の収集・整理 



 

 

（2）「見直し基準（案）」作成 

（3）河川・ダム事務所の 

「測定計画見直し（案）」作成 

 

 
 

図-1  測定計画の見直し手順フロー 

 

(1) 過去水質データ等の収集・整理 

① 既往知見の収集・整理 

既往知見を収集し、測定計画の見直し基準を作成

するうえで基本とする知見は以下のとおりとした。

河川水質調査要領(案)1)を基本とし、過去に本局河川

環境課が作成した水質測定の見直しに関する既往知

見 2),3)を併せ、測定頻度及び判定基準等の考え方等に

ついて整理した。 

・水質測定の基本 

河川水質調査要領(案)1) 

・水質測定の見直しに関する既往知見 

H24年度公共用水域水質調査に関する具体的な見

直し案2) 

公共用水域における水質調査の見直しに関する

考え方(案)3) 

 

② 過去水質データ収集 

下記内容の過去水質データ等の収集を行った。既

往知見で「10年以上継続して不検出が続いている項

目について頻度の検討をしてよい」としていること

から、データの収集範囲を10年間とした。 

・関東地方整備局内 河川・ダム事務所 

過去10年分の水質データ 

最新の水質測定業務の特記仕様書 

・関東地方整備局内 都県 

過去10年分の水質データ 

最新の公共用水域水質測定計画 

 

③  過去水質データの整理 

収集した過去10年分水質データについて、以下の

整理を行った。 

・事務所ごとの測定頻度一覧 

・水質データ値の最小値,最大値,平均値 

・ランクA～Dごと整理一覧 

既往知見より以下の判定基準でランク分けし、過 

去水質データをランクA～Dごとに整理した。Aランク

から水質の悪い方向にB→C→Dランクとなっている。 

A:測定下限値未満（不検出） 

B:測環境基準値の50%以下 

C:環境基準値達成値以下 

D:環境基準値超過 

 

また、調査地点の環境基準地点（以下；基準地点）

とそれ以外の補助地点で分けて整理した。 

 

(2) 「 見直し基準（案）」作成 

(1)で整理したとおり、基準地点・補助地点、A～D

ランク別に測定頻度を分けた。測定頻度は、各河川・

ダム事務所の現在の測定頻度も参考にし「見直し基準

（案）」を作成した。 

また、都県の水質測定頻度も整理しが、地点ごと

の測定頻度のばらつきが大きく、一定の傾向が見られ

なかったため、「見直し基準（案）」については既往

知見と各事務所の測定頻度のみで作成することとした。 

 

(3) 河川・ダム事務所の「測定計画見直し（案）」作成 

作成した「見直し基準（案）」に各河川・ダム事

務所の過去10年分の水質データを当てはめ、事務所ご

との「測定計画見直し（案）」を作成した。最終測定

計画の確定は事務所判断となる。 

 

4.  測定計画の見直し結果 

 

(1) 過去水質データ等の収集・整理 

① 過去水質データ収集 

使用した関東地方整備局内河川・ダム事務所の過

去10年分の水質データは、26,897件である。 

 

② 過去水質データの整理 

整理結果の一例を表-1に示す。関東地方整備局管

内全地点の項目ごと測定頻度の結果である。測定頻

度にかなりの差が見られ、測定頻度の見直しの必要

性が確認できた。 

 
表-1  現状の関東地方整備局管内の測定頻度整理結果 

 

分類項目 地点種別 測定頻度 

生活環境 

(pH等) 

基準地点 8回～28回*  （最頻度 12回） 

補助地点 4回～24回*  （最頻度 12回） 

生 活 環亜鉛 基準地点 8回～12回          （最頻度 12回） 



 

 

境(生物) 

 

 

補助地点 0回～12回*  （最頻度   4回） 

ノニル

フェノ

ール,LAS 

基準地点 1回～ 6回*    （最頻度   4回） 

補助地点 0回～12回*  （最頻度   4回） 

生活環境(湖沼･河

川)(総窒素･総リ

ン･COD･BOD) 

基準地点 3回～24回*  （最頻度 12回） 

補助地点 3回～24回*   （最頻度 12回） 

健康(カドミウム

等主要8項目) 

基準地点 0回～12回*   （最頻度   2回） 

補助地点 0回～12回*   （最頻度   0回） 

健康(硝酸性窒素,

亜硝酸性窒素) 

基準地点 0回～16回*   （最頻度   0回） 

補助地点 0回～16回*   （最頻度   0回） 

健康(その他) 
基準地点 0回～ 2回           （最頻度   1回） 

補助地点 0回～ 2回           （最頻度   0回） 

要監視・生物要監

視 

基準地点 0回～ 2回           （最頻度   0回） 

補助地点 0回～ 2回           （最頻度   0回） 

その他 
基準地点 0回～24回*   （最頻度   0回） 

補助地点 0回～24回*   （最頻度   0回） 

注）1.代表的な測定頻度を示しており、一部に例外を含む。 

2.*はばらつきの大きい部分を示す。 

 

(2)「 見直し基準（案）」作成 

「見直し基準（案）」を作成するに当たり、測定頻度

及び判定基準等の考え方等について整理したところ、測

定頻度の考え方に幅があり基準として不明確な部分があ

ることが判明した。 

そのため、明確に定められていない部分については、

各河川・ダム事務所の現在の測定頻度も参考にしたうえ、

調査項目の分類（生活環境項目・健康項目・要監視項目

等）や地点種別（基準地点、補助地点）のバランスを考

慮し、表-2、表-3のとおり見直し基準（案）を設定した。 
 

 
表-2  見直しの基準（案） 基本の考え方 

 

ランク 

 

 

10年分 

水質データ 

Ｄ 

 

環境基

準値 

超過 

Ｃ 

 

環境基準値

達成値以下 

 

Ｂ 

 

環境基準値

の50%以下 

Ａ 

 

測定下限値

未満 

（不検出） 

見直し基準 

(原則) 

 

・基準地点 

・補助地点 

現状の 

最頻値 

現状の 

最頻値 

既往知見の

判定基準を

適用 

 

既往知見の

判定基準を

適用 

 

要監視項目

(水生生物)

は0回 

 

注）見直し基準の測定頻度は、現状の測定頻度が記載回数未満の

場合に増数を求めるものではない。 

 

表-3  見直しの基準（案） 
 

注）見直し基準の測定頻度は、現状の測定頻度が記載回数未満の

場合に増数を求めるものではない。 

＊1：既存の知見をそのまま適用した見直しの基準。 

＊2：設定時に都県と本局で協議した回数である。 

 

(3)「測定計画見直し（案）」作成 

 2021年度（令和3年度）の測定計画については、まず、

A・Bランクについて見直しを行った。 

 作成した「見直し基準（案）」により事務所の測定計

画見直し（案）を作成した一例（抜粋）を表-4 に示す。

このようなシートを各河川・ダム事務所に送付し、最終

決定は各事務所で行った。 

 その結果を基に本局河川環境課が各都県と協議し測定

計画を決定した。 



 

 

表-4  事務所に提案した測定計画（案）抜粋 

※｢水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について(通知)」

(環水大水発第2005281号令和2年5月28日)により追加された物質 

注）セル着色が測定頻度に見直しがあった項目 

 

5.  測定計画の見直し結果 

 

作成した見直しの基準（案）に基づき見直しを行った

場合、測定項目数の効果は、表-5のとおり、全項目約

44,300項目に対して、2021年度（令和3年度）は約2,500

項目の減数となった。分析費の約１割のコスト縮減が可

能と試算された。 

今後、更にC・Dランクの見直しを行い約2,000項目減

数の予定である。 

 
表-5  見直しの基準（案）を適用した場合の減数量 

 

 現状 

令和３年度 

 

A・Bランク 

適用 

令和４年度 

以降 

C・Dランク 

適用 

結

果 

分析数量(項目) 44,289 41,803 39,757 

減数量(項目) ― 2,486 2,046 

現状からの 

減数率(%) 
― 5.6 10.3 

 

6.  今後の課題 

  

(1) 流域の状況により水質状況にも変化があるため、

今後も河川水質調査要領(案)1)で示す水質測定計画

見直しを最低5年に1度行うことが必要である。 

 

(2) 今後、見直しをスムーズに実施していくために水

質測定の経緯や測定理由などをとりまとめ整理し

ておく必要がある。 

 

(3) 水質汚濁防止法第16条に基づき実施している水質

測定以外の水質測定（国土交通省独自調査、各事

務所での事業系水質調査など）については、今回

の見直しには入っていない。各事務所において測

定の必要性等確認する必要がある。 

 

(4) 荒川下流河川事務所に異動し感じることは、測定

計画の見直しや水質測定業務発注を関東技術事務

所に任せてしまうことで各事務所の職員の水質業

務に疎遠となり、技術力が低下することが考えら

れる。関東地方整備局全体としても各事務所単位

でも水質に関するスキルアップを行う必要がある。 
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